
第

三

百

五

十

七

号

令

和

四

年

十

二

月

十

六

日

(

金
曜
日)

目

次

議
会
規
則

○
岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

議
会
総
務
課)

四
九
三
ペ
ー
ジ

告

示

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)

四
九
三

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

四
九
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
九
五

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定

(
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

四
九
六

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
取
消

(
選
挙
管
理
委
員
会)

四
九
七

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

税

務

課)
四
九
七

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

技
術
検
査
課)
四
九
七

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

四
九
八

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

郡
上
土
木
事
務
所)

四
九
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

下
呂
土
木
事
務
所)

四
九
九

雑

報

○
岐
阜
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
公
告

(

市

町

村

課)

四
九
九

議

会

規

則

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
議
会
議
長

平

岩

正

光

岐
阜
県
議
会
規
則
第
一
号

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
議
会
傍
聴
規
則(

昭
和
五
十
九
年
岐
阜
県
議
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

百
六
十
四
人｣

を｢

百
九
十
二
人｣

に
、｢

二
人｣

を｢

十
人｣

に
、｢

二
十
七

人｣

を｢

二
十
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日



一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
荘
川
町
三
尾
河
字
ス
ゲ
畑
四
五
〇
の
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

飛�
市
宮
川
町
巣
之
内
字
さ
が
り
三
一
三
の
一
六
か
ら
三
一
三
の
二
一
ま
で
・
三
一
三
の
二
三
か

ら
三
一
三
の
二
五
ま
で(

以
上
九
筆
国
有
林)

、
三
一
三
の
三
か
ら
三
一
三
の
五
ま
で
、
三
一
三
の

一
三
か
ら
三
一
三
の
一
五
ま
で
、
三
一
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岐
阜
市
大
字
三
輪
字
井
ノ
洞
九
六
八
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

字
井
ノ
洞
九
六
八
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
岐
阜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

関
市
板
取
字
下
モ
和
田
六
〇
九
六
、
六
〇
九
九
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

第 357 号 岐 阜 県 公 報 令和４年12月16日 ( 494 )



字
下
モ
和
田
六
〇
九
六
・
六
〇
九
九
の
一(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
県
市
大
字
大
桑
字
栢
野
三
二
七
七
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)
、
三
二
六
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
山
県
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
県
市
椿
字
瀬
戸
洞
三
九
一
の
二
、
三
九
一
の
三
、
三
九
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
山
県
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県

規
則
第
九
十
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

担
当
科
目

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

小

児

科

馬
場

礼
三

す
み
れ
在
宅
ク
リ

ニ
ッ
ク

多
治
見
市
脇
之
島
町
七
丁

目
二
五
番
地
の
七

令
和�･��･��

消
化
器
内
科�
橋

裕
司

社
会
医
療
法
人
厚

生
会
中
部
国
際
医

療
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
健
康
の
ま
ち

一
丁
目
一
番
地

同

循
環
器
内
科

山
浦

誠

同

同

同

内

科

林

祐
一

日
本
赤
十
字
社
高

山
赤
十
字
病
院

高
山
市
天
満
町
三
丁
目
一

一
番
地

同

呼
吸
器
内
科

安
藤

英
治

社
会
医
療
法
人
蘇

西
厚
生
会
松
波
総

合
病
院

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
―
一

同

眼

科

小
椋
俊
太
郎

特
定
医
療
法
人
博

愛
会
博
愛
会
病
院

不
破
郡
垂
井
町
二
二
一
〇

番
地
の
四
二

同

内

科

坪
内

俊
之

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
丁
目
一
番

地

同

整
形
外
科

加
藤

大
策

地
方
独
立
行
政
法

人
岐
阜
県
立
多
治

見
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
五
丁
目

一
六
一
番
地

同

小

児

科

伊
藤

美
春

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
南
頬
町
四
丁
目
八

六
番
地

同

眼

科

恩
田

将
宏

同

同

同

内

科

宮�
渚

医
療
法
人
馨
仁
会

藤
掛
病
院

可
児
市
広
見
八
七
六
番
地

同

呼
吸
器
内
科

栗
木

未
来

公
立
学
校
共
済
組

合
東
海
中
央
病
院

各
務
原
市
蘇
原
東
島
町
四

丁
目
六
番
地
二

同

第 357 号 岐 阜 県 公 報 令和４年12月16日 ( 496 )

一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

四
百
十
八

号 路
線
名

安

八

平

田
線

路
線
名

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
字
北

道
渡
二
二
六
番
八
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
南

道
渡
二
六
三
番
二
七
地
先
ま

で
区

間

安
八
郡
輪
之
内
町
楡
俣
字
郷

蔵
下
一
二
五
六
番
二
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
同

一
一
八
四
番
一
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考



内

科

垂
水

香
理

医
療
法
人
馨
仁
会

藤
掛
病
院

可
児
市
広
見
八
七
六
番
地

同

同

諏
訪

哲
也

社
会
医
療
法
人
蘇

西
厚
生
会
松
波
総

合
病
院

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
―
一

同

脳
神
経
外
科

木
下

喬
公

医
療
法
人
徳
洲
会

大
垣
徳
洲
会
病
院

大
垣
市
林
町
六
丁
目
八
五

―
一

同

内

科

垣
内

大
蔵

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

飛
騨
医
療
セ
ン
タ

ー
久
美
愛
厚
生
病

院

高
山
市
中
切
町
一
番
地
一

同

同

村
瀬

賢
治

医
療
法
人
む
ら
せ

フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ

ニ
ッ
ク

揖
斐
郡
池
田
町
池
野
三
〇

〇
―
一

同

外

科�
坂

由
昭

お
お
さ
か
ク
リ
ニ

ッ
ク

高
山
市
昭
和
町
一
丁
目
三

二
五

同

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
取
消
し
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
を
取
り
消
し
た
施
設

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
令
和
４
年
度
税
制
改
正
に
係
る
税
務
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
２
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
10月
20日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
３
番
３
号

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ

代
表
取
締
役
社
長
本
間
洋

６
契
約
金
額
52,910,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
税
務
課
シ
ス
テ
ム
管
理
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
施
設
台
帳
管
理
シ
ス
テ
ム
開
発
及
び
運
用
管
理
業
務

一
式

令和４年12月16日 岐 阜 県 公 報 第 357 号( 497 )

中
津
川
市

市
町
村
名

ア
ー
ト
ピ
ア
付
知
交
芸
プ
ラ
ザ
ホ
ー

ル

施
設

の
名

称

中
津
川
市
付
知
町
4956番

地
52

所
在

地

公

示



２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
10月
19日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
11月
28日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
大
阪
府
大
阪
市
西
区
靱
本
町
二
丁
目
４
番
８
号

株
式
会
社
ヤ
マ
イ
チ
テ
ク
ノ

代
表
取
締
役
山
脇
雅
則

６
落
札
金
額
107,690,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
県
土
整
備
部
技
術
検
査
課
建
設
情
報
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
東
建
築
第
九
五
号

の
四

令
和

三
・

四
・
三
〇

岐
阜
県
指
令
中
建
築
第
六
二
号

令
和

四
・

七
・

八

岐
阜
県
指
令
中
建
築
第
六
三
号

の
二

平
成
三
〇
・
一
一
・
二
七

岐
阜
県
指
令
中
建
築
第

八
八
号
の
八

令
和
四
・

二
・
二
八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
五

六
号
の
二

令
和

四
・

六
・

二

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
六
六
号
の
一
四

令
和
四
・

八
・
三
〇

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
五

五
号
の
五

令
和

四
・

七
・
二
一

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

恵
那
市
武
並
町
竹
折
字
森
前
一
二
〇
五
番
一
の
一
部
、
一
二
〇
五
番
四
、

一
二
〇
五
番
五
、
一
二
〇
五
番
七
、
一
二
〇
八
番
一
及
び
一
二
〇
九
番

六 美
濃
加
茂
市
新
池
町
一
丁
目
二
七
番
一
、
二
八
番
一
、
二
九
番
か
ら
三

二
番
ま
で

【
第
二
工
区
】

美
濃
加
茂
市
牧
野
字
下
屋
八
五
五
番
外
五
四
筆
、
加
茂
郡
八
百
津
町
上

牧
野
字
東
中
国
六
九
九
番
一
の
一
部
外
二
七
筆
及
び
美
濃
加
茂
市
所
管

法
定
外
公
共
物(

道
路)

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
一
丁
目
一
六
二
番
か
ら
一
六
四
番
ま
で

瑞
穂
市
本
田
字
平
塚
一
三
一
九
番
一
、
一
三
二
〇
番
一
及
び
一
三
一
九

番
三
の
一
部

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
二
六
九
五
番
七
二
七

株
式
会
社
デ
ジ
タ

代
表
取
締
役
Ｃ
Ｅ
Ｏ

藤

下

和

也

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
四
丁
目
一
番
地

岐
阜
ト
ヨ
ペ
ッ
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加

藤

茂

樹

愛
知
県
一
宮
市
起
字
用
水
添
五
六
番
地

明
起
興
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

野
々
部

嘉

樹

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

株
式
会
社
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

永

松

文

彦

岐
阜
県
瑞
穂
市
森
六
五
九
番
地
の
二

株
式
会
社
ハ
ヤ
シ
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

林

仁

美

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

� � � �� � � �� � � �� � � �



○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
購
入
予
定
数
量
凍
結
防
止
剤
(塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
)
計
1,297,500kg

�
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
調
達
す
る
も
の

1,171,000kg

�
郡
上
市
に
お
い
て
調
達
す
る
も
の

126,500kg

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
９
月
30日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
11月
９
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
玉
井
町
５
番
地

株
式
会
社
ケ
ミ
ッ
ク

取
締
役
社
長
林
正
啓

６
落
札
金
額
72,789,750円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
と
の
契
約
手
続
に
関
す
る
こ
と
｡

ア
部
局
の
名
称
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
総
務
課
管
理
調
整
係

イ
所
在
地
郡
上
市
八
幡
町
初
音
1727番

地
２

�
郡
上
市
と
の
契
約
手
続
に
関
す
る
こ
と
｡

ア
部
局
の
名
称
郡
上
市
総
務
部
契
約
管
財
課

イ
所
在
地
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
228

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
及
び
数
量
除
雪
ド
ー
ザ
(18ｔ

級
)
１
台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
１
月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
２
月
28日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
高
山
市
昭
和
町
三
丁
目
138番

地
の
１

新
田
自
動
車
株
式
会
社

代
表
取
締
役
新
田
泰
昭

６
落
札
金
額
21,725,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
総
務
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
下
呂
市
萩
原
町
羽
根
2605―

１

雑

報

○
岐
阜
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
公
告

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号)

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
三
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。
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岐
阜
県
指
令
東
建
築
第

一
一
五
号
の
三

令
和
四
・

八
・
二
四
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